
［お知らせ］
　寄附金（香典返し含む）は、税制上の
優遇措置があります。

しました領収書をご提出ください。
　申告の際は、社会福祉協議会が発行
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●７月の相談日

※お越しの際はマスクの着用を
　お願いいたします。

８日、22日

　家庭のこと、土地家屋のこと、交通事故のことな
ど、どんな小さな問題でも一人で悩んでいるより気
軽に相談においでください。

●８月の相談日 12日、26日
●９月の相談日 9日、23日

ひとりで悩んでいませんか？

●時間　午前10時～午後３時
●場所　川崎町総合福祉センター
          1階会議室

人権擁護委員　村上　一枝　
人権擁護委員　島田由美子　　
人権擁護委員　福貴　　秀　　　
人権擁護委員　吉田　砂織
人権擁護委員　中島　勝美
人権擁護委員　縣　　秀晴
行政相談員　谷　　文和
民生相談員　荒木　辰彦
民生相談員　谷口　眞澄

心配ごと相談員
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　いつも「社協だより」を愛読いただきありがとうござ
はと紙報広るいてし行発が場役は」りよだ協社「。すまい

異なり、川崎町社会福祉協議会が赤い羽根共同募金事
業の一環として３ヶ月に１回・年４回発行しています。
　今後ともよろしくお願いいたします。
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人権擁護委員より１名、行政相談員・民生相
談員より１名の２名体制で相談の対応をして
います。

相談内容など
秘密は守ります。
お気軽に

お越しください。

社会福祉法人 
川崎町社会福祉協議会

●発行日／令和２年７月１日　●発　行／社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会
住　所／川崎町大字田原804番地 川崎町総合福祉センター

☎72－5244  FAX72－5242　HP http://shakyo-kawasaki.com/
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　今年の対象者は昭和18年１月1日～12
月31日までに生まれた方です。
　喜寿（77歳）を迎えられる方々に記念
品を贈呈しお祝いさせていただきます。

　今年の対象者は昭和７年１月１日～12
月31日までに生まれた方です。
　米寿（88歳）を迎えられる方々に記念
品を贈呈しお祝いさせていただきます。 

242名 115名

川崎町社会福祉協議会では、赤い羽根共同募金事業の一環として、本年中に喜寿・米寿を迎えられる方々をお祝いします。

上記の写真は昨年度のものです
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　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３月から５月末までの間、川崎町老人
福祉センターお風呂の営業を休止していましたが、６月２日より再開いたしました。
　当分の間は、次のとおり、お風呂のみの営業となりますので、皆様のご理解・ご
協力をお願いいたします。
●施設利用にあたり、マスクの持参及び着用をお願いします。
●入館前に検温（体温の検査）をさせていただき37.5度以上
　の場合は入館をご遠慮いただきます。
●当分の間、入浴のみとし、飲食も避け、短時間の休憩のみ
　とさせていただきます。
●当分の間、カラオケと運動・娯楽室の使用を休止します。
●発熱など体調不良がある場合は、来館をご遠慮ください。
※なお、職員についても、マスク及びフェースシールド等を
　着用しての応対となりますので、ご理解・ご協力をお願い
　いたします。

令和元年度川崎町社会福祉協議会の苦情解決結果について
　本会では、提供している福祉サービスに対する苦情に関して苦情解決責任者及び第三者委員を配
置していますが、令和元年度の苦情件数は０件でありました。

令和２年度　  川崎町老人クラブ連合会総会

　“社会を明るくする運動”は、全ての国民が犯
罪や非行の防止と、あやまちを犯した人の立ち直
りについて理解を深め、それぞれの立場で力を合
わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を
築くための全国的な運動です。
　町民の皆様には、本運動の主旨をご理解いただ
き、温かいご支援ご協力を心よりお願い申し上げ
ます。

　「令和2年度川崎町老人クラブ連合会総会」が５
月21日（木）に川崎町総合福祉センターにて行われ
ました。
　今年度はコロナウイルス感染拡大防止のため、
各単位クラブの会長が皆様の代表として出席して
いただき、規模を縮小して行いました。令和元年
度事業報告及び令和 2 年度事業計画、規程の改正
について審議されました。また総会の承認を受け、
新役員が決定いたしましたのでご紹介いたします。

　新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣
言を受け、５月31日（日）に予定していたバスハ
イクは延期となりました。
　楽しみにされていた方々には大変ご迷惑をお
かけしました。只今、振替の日程を調整中です。
●行先　福岡市動植物園
　　　　（福岡市中央区南公園１番１号）
※今後の感染状況によって中止の可能性もござ
　います。

延期のお知らせ

毎年７月は“社会を明るくする運動”の強調月間及び
“再犯防止啓発月間”です

毎年７月は“社会を明るくする運動”の強調月間及び
“再犯防止啓発月間”です

川崎町保護司会
会長　松江　法一
　外　保護司一同

会　長　吉田　正見
副会長　小林　隆敏
副会長　手嶋　秀昭
会　計　千葉　尚三
監　査　小園サエ子
監　査　上原三代子

　任期は令和２年の総会から令和４年の総会まで
　です。よろしくお願いいたします。

民生委員・児童委員です
民生委員・児童委員とは
　地域住民の立場にたって、地域の福祉を担うボラン
ティアです。厚生労働大臣が定めた基準を踏まえ、全国
の市区町村ごとに民生委員の定数が決められています。
　民生委員は社会福祉の増進に熱意のある人などが推
薦され、国から委嘱された非常勤の地方公務員です。
　地域を見守り、住民の身近な相談相手、専門機関へ
のつなぎ役となります。生活上の心配ごと、困りごと
は各地区の民生委員・児童委員にご相談ください。
　

５月12日は
「民生委員・児童委員の日」
　民生委員・児童委員は住民の皆様の身近な相談相手です。皆様に民生委員・児童委員について理解を深
めていただき、信頼関係を築いていくために、例年５月ごろ広報活動を実施しています。
　今年度の広報活動及び６月に予定しておりました宿泊視察研修につきましては、新型コロナウイルス感
染症の状況を考慮し、見合わせることとなりました。

会　　長　田中　安博 
副 会 長　山口　　明 
副 会 長　谷口　眞澄 
会　　計　髙倉　静美 
書　　記　荒木　辰彦 
書　　記　福貴　信惠 
会計監査　小堤　正光 
会計監査　上原紀美子 

新役員の皆さんです。
どうぞよろしくお願いいたします

気軽にお声かけ
ください!!

ぜひ
お越しください

　任期は令和元年12月1日から令和4年11月
　30日までです。
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業の一環として３ヶ月に１回・年４回発行しています。
　今後ともよろしくお願いいたします。
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人権擁護委員より１名、行政相談員・民生相
談員より１名の２名体制で相談の対応をして
います。

相談内容など
秘密は守ります。
お気軽に

お越しください。
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　今年の対象者は昭和18年１月1日～12
月31日までに生まれた方です。
　喜寿（77歳）を迎えられる方々に記念
品を贈呈しお祝いさせていただきます。

　今年の対象者は昭和７年１月１日～12
月31日までに生まれた方です。
　米寿（88歳）を迎えられる方々に記念
品を贈呈しお祝いさせていただきます。 
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川崎町社会福祉協議会では、赤い羽根共同募金事業の一環として、本年中に喜寿・米寿を迎えられる方々をお祝いします。

上記の写真は昨年度のものです


